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第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
産
業
再
生
法
第
三
十
三
条
又
は
産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十

四
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
十
一
号
。
以
下
「
産
業
再
生
法
」
と
い
う
。）第
五
十
七
条
又
は
産
業
技
術
力
強
化
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は

第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
四
項
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」に
、「
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」

を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
六
条
第
一

項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
十

八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
26
の
備
考
24
中
「産

業
再
生
法
第
30条

」
を
「産

業
技
術
力
強
化
法
第
19条

」
に
、「特

定
研
究
成
果

」
を

「特
定
研
究
開
発
等
成
果

」
に
、「〇

〇
委
託
研
究

」
を
「〇

〇
委
託
事
業

」
に
改
め
、「適

用
を
受
け
る
特
許
出
願

」」

の
次
に
「又

は
「
平
成
〇
年
度
、
〇
〇
省
、
〇
〇
請
負
事
業
、
産
業
技
術
力
強
化
法
第
19条
の
適
用
を
受
け
る
特
許

出
願

」」を
加
え
る
。

様
式
第
44
の
備
考
５
中
「第

17条
第
２
項

」
を
「第

18条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
44
の
備
考
６
中
「第

33条
」
を
「第

57条

」
に
、「第

16条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で

」
を
「第
17

条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
、
第
７
号
及
び
第
８
号

」
に
、「第

16条
第
２
項
第
１
号
（

」
を
「第

17条
第
２
項
第

１
号
（

」
に
、「又

は
第
３
号

」
を
「、

第
３
号
、
第
４
号
、
第
７
号
又
は
第
８
号

」
に
、「第

16条
第
２
項
第
４
号
若

し
く
は
第
５
号

」
を
「第

17条
第
２
項
第
５
号
若
し
く
は
第
６
号

」
に
、「第

17条
第
２
項

」
を
「第
18条
第
２
項

」

に
、「第

16条
第
２
項
第
４
号
（
第
５
号
）

」を
「第

17条
第
２
項
第
５
号
（
第
６
号
）

」に
改
め
る
。

様
式
第
69
の
備
考
６
中
「第

17条
第
１
項

」
を
「第

18条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
69
の
備
考
７
中
「第

32条

」
を
「第

56条
」
に
、「第

16条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で

」
を
「第

17
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
、
第
７
号
及
び
第
８
号

」
に
、「第

16条
第
１
項
第
１
号
（

」
を
「第

17条
第
１
項
第

１
号
（

」
に
、「又

は
第
３
号

」
を
「、

第
３
号
、
第
４
号
、
第
７
号
又
は
第
８
号

」
に
、「第

16条
第
１
項
第
４
号
若

し
く
は
第
５
号
又
は
第
17条
第
１
項

」
を「第

17条
第
１
項
第
５
号
若
し
く
は
第
６
号
又
は
第
18条
第
１
項

」に
、「第

16条
第
１
項
第
４
号
（
第
５
号
）

」を
「第

17条
第
１
項
第
５
号
（
第
６
号
）

」に
、「第

17条
第
１
項

」
を
「第

18条
第

１
項

」
に
改
め
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
条
」
を
「
産
業

技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
十
九
条
」
に
、「
特
定
研
究
成
果
」
を
「
特
定
研
究
開
発
等
成

果
」
に
改
め
る
。

様
式
第
１
の
備
考
25
中
「産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
30条

」
を
「産

業
技
術
力
強
化
法
第
19条

」
に
、「特

定
研
究
成
果

」
を
「特

定
研
究
開
発
等
成
果

」
に
、「〇
〇
省

」
を
「、

〇
〇
省

」
に
、「〇

〇
委
託
研
究

」
を
「〇

〇
委

託
事
業

」
に
、「産

業
再
生
法
第
30条

」
を
「産
業
技
術
力
強
化
法
第
19条
の

」
に
改
め
、「適

用
を
受
け
る
実
用
新
案

登
録
出
願

」」の
次
に
「又

は
「
平
成
〇
年
度
、
〇
〇
省
、
〇
〇
請
負
事
業
、
産
業
技
術
力
強
化
法
第
19条
の
適
用
を

受
け
る
実
用
新
案
登
録
出
願

」」を
加
え
る
。

（
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
条
」
を
「
産
業

技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
十
九
条
」
に
、「
特
定
研
究
成
果
」
を
「
特
定
研
究
開
発
等
成

果
」
に
改
め
る
。

様
式
第
２
の
備
考
38
中
「産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
30条

」
を
「産

業
技
術
力
強
化
法
第
19条

」
に
、「特

定
研
究
成
果

」
を
「特
定
研
究
開
発
等
成
果

」
に
、「設

け
て
、「

」
を
「設

け
て
、

」に
、「委

託
研
究
の

」
を
「委

託
研
究

等
の

」
に
、「〇
〇
委
託
研
究

」
を
「〇

〇
委
託
事
業

」
に
、「産

業
再
生
法
第
30条

」
を
「産

業
技
術
力
強
化
法
第
19

条

」
に
改
め
、「適
用
を
受
け
る
も
の

）」」
の
次
に
「又

は「
国
等
の
委
託
研
究
等
の
成
果
に
係
る
意
匠
登
録
出
願（
平

成
〇
年
度
、
〇
〇
省
、
〇
〇
請
負
事
業
、
産
業
技
術
力
強
化
法
第
19条
の
適
用
を
受
け
る
も
の

）」」
を
加
え
る
。

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
資
源
再
活
用
関
連
保
証
及
び
同
法
第
二
十
四
条
第
五
項
」を「
第

三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
経
営
資
源
活
用
関
連
保
証
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
再
生
円
滑
化
関
連
保
証
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
資
源
再
活
用
関
連
保
証
及
び
同
法
第
二
十
四
条
第
五
項
」を「
第

三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
経
営
資
源
活
用
関
連
保
証
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
再
生
円
滑
化
関
連
保
証
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
資
源
再
活
用
関
連
保
証
及
び
同
法
第
二
十
四
条
第
五
項
」を「
第

三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
経
営
資
源
活
用
関
連
保
証
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
再
生
円
滑
化
関
連
保
証
」
を
加
え
る
。

第
七
条
中
「
経
営
基
盤
強
化
事
業
に
係
る
保
証
」
の
下
に
「
、
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
五
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
業
再
生
円
滑
化
関
連
保
証
」
を
加
え
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
19
の
備
考
６
中
「第

17条
第
１
項

」
を
「第

18条
第
１
項

」
に
、「の

次
に「【
そ
の
他
】

」を
「の

欄
の
次
に

「【
そ
の
他
】

」に
改
め
る
。

様
式
第
19
の
備
考
７
中
「第

32条

」
を
「第

56条

」
に
、「第

16条
第
１
項
第
１
号

」
を「第

17条
第
１
項
第
１
号

」

に
、「第

３
号
ま
で

」
を
「第

４
号
、
第
７
号
及
び
第
８
号

」
に
、「又

は
第
３
号

」
を
「、

第
３
号
、
第
４
号
、
第
７

号
又
は
第
８
号

」
に
、「第

16条
第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第
５
号

」
を「第

17条
第
１
項
第
５
号
若
し
く
は
第
６
号

」

に
、「第

17条
第
１
項

」
を
「第

18条
第
１
項

」
に
、「第

16条
第
１
項
第
４
号
（
第
５
号

）」を
「第

17条
第
１
項
第
５

号
（
第
６
号

）」に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年

経
済
産
業
省
令
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、第
五
号
を
第
六
号
と
し
、

第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

研
究
所
法
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
技
術
経
営
力
の
強
化
に
寄
与
す
る
人
材
の
養
成
、
資
質
の

向
上
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令

の
一
部
改
正
）

第
九
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る

省
令
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二

号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第

十
一
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、同
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
十
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
一
号
と
し
、

第
九
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八

号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

機
構
法
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
技
術
経
営
力
の
強
化
に
関
す
る
助
言
に
関
す
る
事
項

第
十
四
条
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
、「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
、「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
裏
面
中
「前

条
第
１
項
第
12号

」
を
「前

条
第
１
項
第
13号

」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及

び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係
る
業
務
運
営
、
財

務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
九
号
中
「
第
二
十
九
条
の
八
」
を
「
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
八
月
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
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